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富士吉田市における子育て応援医療費等助成事業について 

  

富士吉田市では、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子ども

の保健の向上に寄与するとともに保健福祉の増進を図るため、保険診療に係る

子どもの医療費に対する助成制度を設けています。助成方法としては償還払い

（※１）と現物給付（※２）があります。 

 

※１ 償還払い 

受給者が施術所に対して、保険診療の一部負担金額を支払った後に、市に対して助成額

の請求を行い、支払いを受ける方法。  
※２ 現物給付 

 受給者が、受けた施術に係る保険診療の一部負担金額を施術所に支払うことなく、市か

ら施術所に対して助成額分に相当する医療費を支払う方法。  

 

本手引きは、富士吉田市の柔道整復師会等に所属しない施術所における現物

給付についての取り扱いとなります。また、「ひとり親家庭医療費助成事業」

も本手引きと同様の取り扱いとなります。 

 

Ⅰ 医療費等助成事業について 
 

１ 事業の概要  

 
（1）現物給付方法とは  

受診者は、施術所の窓口でマイナ保険証または資格確認書とともに「子育

て応援医療費助成金受給資格者証」または「ひとり親家庭医療費助成金受給

資格者証」を提示することにより、保険診療の自己負担分について窓口で支

払うことなく施術を受けることができます。  

 

（2）事業の実施主体   富士吉田市  

 

（3）対象者  

子育て応援医療費助成 
満 18 歳に達する日以降最初の 3月 31 日

までの子ども 

ひとり親家庭医療費助成 
対象となっているひとり親家庭の父又は

母及び子ども等 
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(4) 現物給付の対象となる医療費  

   施術に係る保険診療の一部負担金（自己負担額相当）  

 

(5) 例外の取扱い  

   次の場合には現物給付の取扱いとなりません。  

・ 窓口で受給資格者証の提示がない場合  

・ 健康保険が適用されない場合  

・ 施術所において、受領委任の取扱いをされていない場合  

・ 他の公費負担医療制度（養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療、

重度心身障害児医療等）の適用を受ける場合  

・ 治療用装具等を作成した場合  

・ 交通事故等第三者行為による診療の場合  

・ 一部の国民健康保険組合に加入されている場合 

【山梨県医師国保、全国歯科医師国保、全国土木建築国保、中央建設

国保は、現物給付（窓口無料）の対象になります】 

・ 学校や保育所等での負傷や疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興

センターの災害共済給付の対象となる場合  

 

２ 現物給付制度の流れ  
  

富士吉田市における手続きの流れは、概ね以下のとおりとなっています。  

【現物給付】（柔道整復師会会員以外の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給者 

（保護者） 

柔道整復師会 

会員以外の施術所 

富士吉田市 

①受給者証

の申請 

各保険者 

③受給者証の提示 

④現物給付（窓口無料） 

保険給付分 

の請求 

保険給付分 

の支払い 

⑤子育て応援医療費等公費請求 

（一部負担金分） 

 

⑥子育て応援医療費等公費支払い 

（一部負担金分） 

 

②受給者証

の交付 
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３ 他の公費負担制度との関係 
  

子育て応援医療費等助成事業よりも、他の公費負担制度が優先します。また、

他の公費負担制度との併用はできませんので、他の公費負担制度による自己負担

金は、受診者が後日領収証を持って市に申請する償還払いの扱いになります。 

 

 

Ⅱ 受給者証について  

子育て応援医療費等助成の現物給付を行うには、富士吉田市が発行する受給

資格者証が必要になります。施術所の窓口では、受診の都度、受給資格者証の

提示を求め、内容を確認していただくようお願いいたします。なお、受診者の

保険証情報や住所に変更がないかのご確認も併せてお願いいたします。  

受給資格者証の内容に変更があった際は、富士吉田市役所で変更申請を行う

ようお伝えください。 

 

１ 公費負担者番号の構成  

公費負担者番号は、８桁の算用数字から構成されており、富士吉田市の場合

は次のとおりです。  

 

  子育て応援医療費助成公費負担者番号 

法別番号 都道府県(山梨県) 実施機関(富士吉田市) 検証 

８ １ １ ９ ０ ０ ２ ７ 

    

  ひとり親家庭等医療費助成公費負担者番号 

法別番号 都道府県(山梨県) 実施機関(富士吉田市) 検証 

８ ２ １ ９ ０ ０ ２ ６ 
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２ 受給資格者証の記載例  

 

 

 

Ⅲ 施術所における取扱いについて  

 

１ 現物給付の条件  
 

  子育て応援医療費等助成事業において現物給付ができるのは、以下の項目を

満たす場合に限ります。  

① 受領委任の取扱いについて、「施術管理者」の届出をされた山梨県内の 

柔道整復師での保険適用療養費  

② 施術の際に、受給資格者証及びマイナ保険証または資格確認書を提示し

た場合  

 

２ 一部負担金以外の徴収 

富士吉田市の場合、保険診療の一部負担金額（２割または３割）は、原則、

現物給付（窓口無料）です。 

保険診療以外の費用のみ受診者から徴収してください。 

 

 

住　　所

氏　　名

氏　　名

生年月日

通　　院

入　　院

令和 3 年 10 月 1 日生

　　　　　令和 3 年 10 月 1 日から
　　　　　令和 22 年 3月 31日まで
　　　　　令和 3 年 10 月 1 日から
　　　　　令和 22 年 3月 31日まで

子
ど
も

有
効
期
間

交付年月日

　　　　富士吉田市長

令和 3 年 10 月 1 日

自市町村国保

190025

山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号

吉田　太郎

吉田　花子

富士吉田市

　　子育て応援医療費助成金受給資格者証

○○○○　○○○○　○○

保
護
者

公費負担番号

受給者番号

被保険者等記号・番号

保健種別

保険者番号
健康保険証情報と受給資格者証の内容

に違いがないかを確認してください。 

公費負担番号と受給者番号が表示 

されています。 

「子育て応援医療費」は子どもが満 18 歳

に達した以降最初の 3月 31 日まで、 

「ひとり親家庭医療費」は毎年 8月 31 日

まで、または、受給資格喪失日までの表記

となっています。 

受給資格者証で確認してください。 
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Ⅳ 医療費の請求について  
 

１ 施術所における医療費の請求先  
  

子育て応援医療費等公費については、柔道整復師会会員以外の柔道整復師の

場合、富士吉田市に直接請求していただきます。  

  

【現物給付】（柔道整復師会会員以外の場合） 

 

 

 

 

 

  

① 受診者は、マイナ保険証または資格確認書と「子育て応援医療費等助成金

受給資格者証」を提示して受診します。  

② 施術所では、療養費支給申請書等で医療費の保険給付額を保険者に、一部

負担金分を子育て応援医療費等公費として、診療月から２年以内に富士吉

田市に請求を行います。（他の公費との併用はしないでください。）  

③ 保険者及び富士吉田市は、療養費支給申請書等の内容を審査の上、施術所

に子育て応援医療費等公費と保険給付額を支払います。  

 

 

 

 

 

 

 

受給者 

（保護者） 

柔道整復師会 

会員以外の施術所 

富士吉田市 

（公費負担者） 
各保険者 

現物給付（窓口無料） 

②保険給付分 

の請求 

③保険給付分 

の支払い 

②子育て応援医療費等公費請求 

③子育て応援医療費等公費支払い 

① 受給者証の提示で無料 



- 6 -  

  

Ⅴ 支給申請書の記載要領  
 

１ 支給申請書作成にあたっての留意点  
 

（1）医療保険における療養費支給申請書等で請求します。（他の公費との併用

はしないでください。）  
 

（2）子育て応援医療費等公費は、他の公費負担制度を優先します。他の公費

負担制度を適用する場合は、子育て応援医療費等公費は適用されませ

ん。  
 

（3）子育て応援医療費等公費（一部負担金）は１円単位で記載します。 
 

（4）国民健康保険に加入する受診者について限度額適用認定証が提示された

場合は、認定証に記載されている適用区分を必ず摘要欄に記載します。  
 

（5）受領委任の取扱いについて、「施術管理者」の届出された際の「登録記号

番号」を記載します。  
 

（6）受診者（または、保護者等）は、施術所へ受領委任する旨を署名または

記名・押印してください。  
 

（7）支給申請書等は、診療月から２年以内に富士吉田市へ請求してください。

毎月 10 日までに請求のあった子育て応援医療費等公費は、請求月の翌月

末までにお支払いいたします。ただし、請求が遅れた場合、請求内容に不

備があった場合（記載誤り、記載漏れ、施術を受けた者に受給資格がない

場合等）、支給申請書の施術内容に疑義がある場合等については、支払時

期が遅れる場合があります。  
 

（8）支給申請書の記載内容に不備がある場合（記載誤り、記載漏れ、施術を

受けた者に受給資格がない場合等）、支給申請書の施術内容に疑義がある

場合等は、支給申請書を返戻する場合があります。その際は、「柔道整復

施術療養費支給申請総括票」を再度提出してください。 
 
 

（9）子育て応援医療費等公費の支払い後に保険者から返戻があった場合は、

富士吉田市に「柔道整復施術療養費取り下げ依頼書」により申出をして

ください。富士吉田市の指示に従い、返還していただきます。 

 

(10) 富士吉田市へ請求する際は、受診者の支給申請書とそれを総括した「柔

道整復施術療養費支給申請総括表」を添付してください。 
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記入例 ＊公費負担者番号及び受給者番号等も記載してください。 

施術の内容欄は、保険者に提出する内容

と同じ内容を記載してください。 

施術者が、施術証明

欄を記載します。 

被保険者（または 

世帯主等）が氏名の 

署名又は記入・押印 

園や学校下のケガでない場合は

その旨を記入してください。 

振込口座を記載します。 
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柔道整復施術療養費支給申請総括票 

  年   月分 
 

  年    月    日 
 

富士吉田市長 様 

                           申請者 

                    ㊞ 

                           所在地 〒 
                       

                                 ℡ 

 
柔道整復施術療養費について、別添の支給申請書のとおり請求します。 

 

請求金額          円 
 

助成種別（どちらかに〇を付けてください） 

 

（明細書） 

 
被保険者名 療養者名 費用額 

請求金額 
（一部負担金） 

診療年月 備考 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

振込先     金融機関・支店名： 

 

口座種別： 普通 ・ 当座   口座番号： 

 
         （フ リ ガ ナ） 

口座名義： 

子育て応援医療費公費分  ・  ひとり親家庭等医療費公費分 
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柔道整復施術療養費 取り下げ依頼書 

    年    月    日 

富士吉田市長 様 

                            

申請者 

                    ㊞ 

                           所在地 〒 
                       

                                 ℡ 
 

 

下記のとおり療養費支給申請書の取り下げを依頼します。 

施術月     年   月分 請求月          年     月 

公費負担 

番号 

        
受給者番号 

        

療養を受けた

者 の 氏 名 

 

生年月日 年    月    日 

合計金額 円 
 

取り下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 -  

  

Ｑ＆Ａ編  
 

１ 一部負担金について 

Q１.他の公費負担制度がある場合、子育て応援医療費等の一部負担金はどのよう

になるのですか。 

A１.他の公費負担制度を優先適用し、子育て応援医療費等の現物給付の適用とは

なりません（他公費との併用不可）。他の公費負担制度の一部負担金を窓口で

支払い、領収書を持って富士吉田市担当窓口に申請する償還払いとなります。 

  ただし、特定の疾病にのみ適応される公費であって、当該公費が適応される

医療費以外の医療費については、子育て応援医療費等の現物給付の対象となり

ます。 

 

２ 受給資格者証について 

Q１.受給資格者証の確認は、月初めに行えば同一月内は省略してもよいですか。 

A１.過誤の発生を防止する観点から、必ず受診の都度、マイナ保険証または資格

確認書と受給資格者証に相違がないか、住所変更の有無等を確認してくださ

い。受診時に受給資格者証を確認できない場合は、償還払いで取り扱ってくだ

さい。 

 

Q２.受診者が受給資格者証を忘れて持参しなかった場合の一部負担金はどのよう

に扱うのですか。 

A２.受給資格者証の提示がない場合は、子育て応援医療費等公費を適用せず、保

険診療の一部負担金額（２割又は３割）を徴収することとなります。なお、受

給者は受診月の翌月から 2年間の間に富士吉田市役所で償還手続きを行うこと

となります。 

 

Q３.月途中で富士吉田市からＢ市へ住居を移した場合、受給資格者証はどのよう

な取り扱いになるのですか。 

A３.他市町へ住居を移した場合は、転出日もしくは転入日の前日をもって受給資

格者証の効力が喪失されますので、Ｂ市の受給資格者証の提示がない場合は保

険診療の一部負担金額の徴収をお願いします。 

 

Q４.受給者証の有効期間はどのように設定されていますか。 

A４.富士吉田市の場合、子育て応援医療費助成は子どもが満 18 歳に達する日以

降最初の 3月 31 日までとなります。ひとり親家庭等医療費助成は、毎年 8月

31 日まで、または、受給資格喪失日までとなります。 受給資格者証の有効期

限を確認してください。 
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３ 子育て応援医療費の請求について 

Q１.施術所における子育て応援医療費等の請求はどのように行うのですか。 

A１.子育て応援医療費等の請求は、柔道整復師会会員以外の柔道整復師の場合

は、富士吉田市担当窓口へ直接請求を行っていただきます。 

 

Q２.受給資格がなかった場合などは、療養費支給申請書が返戻されるのですか 

A２.「受給資格者証を確認しなかった（受給資格がない）」や「受給資格者証の

有効期間を経過していた」など、明らかに施術所側の確認ミス等が原因による

過誤については、レセプトを返戻する場合がありますのでご注意願います。 

 

Q３.子どもの加入する保険者の所在地は、山梨県外でも問題ありませんか。 

A３.保険者の所在地は関係ありません。 

 

Q４.交通事故などの第三者行為による診療はどのようになりますか。 

A４.第三者の行為による負傷の場合は、子育て応援医療費等助成の対象になりま

せん。ただし、単独事故などの場合は、保険診療の対象となる場合もあります

ので受給者から保険者に確認をしてください。 

 

※学校や保育所等での負傷や疾病などの場合は、必ず受傷者及び保護者に状況

を確認し、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象の

場合は園や学校に申請するよう伝えてください。 

★★独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ災害共済給付制度の適用について★★ 

園や学校でのケガ等で、初診から治癒までの医療保険の対象となる医療費の自己負担分 3割

の合計が 1,500 円以上のもの（就学前は 2割の合計が 1,000 円以上）については、独立行政法

人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となります。医療費総額の 4割が給付

金として支払われますので、医療費の自己負担分を医療機関にて自費で支払っていただき、

子どもが通園・通学している園・学校へ「日本スポーツ振興センター災害共済給付金の申請」

をしてください。 

（対象外の園・学校もありますので、まずは園・学校にお問合せください。） 

 

問い合わせ先 

〒403-8790 

山梨県富士吉田市下吉田６丁目１番１号 

富士吉田市役所 こども家庭センター 

電話 0555-22-5155 

FAX  0555-22-7666 


